
総 合 福 祉 部 会  第 12回

H232151 資料 6-1

施策体系～地域生活支援事業の見直 しと自治体の役割報告書

は じめに

当作業チー ムでは、 これ まで支援 の狭 間にいた人 た ちに必要 な福祉 サ

ー ビス (Dl-1)や 、また、現行 の介護 給付、訓練等給付 と地域生活

支援事業の区分、総合福祉法での支援体系のあ り方や生活構造や ニー ド

に基づいた支援体系 とい う観 点 を念頭 に、D15地 域生活支援事業、

D16コ ミュニケー シ ョン支援事業及び Fl地 域生活支援整備 のための

措置、F2自 立支援協議会 を検討 の範 囲 とし、障害者総合福祉 法 (仮 称 )

にお けるサー ビス体系及び 自治体 の役割 のあるべ き姿 につ いて、地域生

活 の権利 (障害者権利条約第 19条 )の保 障 を念頭 に整理 した。

第 1回 (10月 13日 )で は、サー ビス体系 (現 行 の給付 区分等 )、 地

域生活支援事業 (当 該事業の仕組 み )、 コ ミュニケー シ ョン支援事業 (聴

覚障害者 、盲 ろ う者 、視覚障害者 、知的障害者等 を含 む )、 移動支援事

業 (ガ イ ドヘル プ等 の仕組 み等 、労働行政や教育行政 との枠割分担 )、

日常生活用具の給付等事業 、地域生活 の資源整備 (障害福祉計画 を含む )、

自立支援協議会 、 自治体 の役害1に ついて、現状 と課題 、あるべ き姿 につ

いて検討 を行 った。

第 2回 目 (11月 19日 )は 、前 回の報告 と議論 を受 け、①個人への支

援 (小 さなケア)と 自治体 の基盤整備 (大 きなケア)を 一体的 に結びつ

けるための方策 、②地域移行や訪 問支援 。日中活動支援・ コ ミュニケー

シ ョン支援・移動支援 を含む社会参加活動支援・居住支援 を効果的 に進

めるためのあるべ き 自治体 の役割 の検討 、③地域 生活支援事業 とい う枠

組み の捉 え直 し、④残 された論点 に関す る 4つ の点 をベー スに、 i.数
値 目標 を定 めて 自治体 レベル で整備すべ き緊急 かつ重要 な地域生活 の

基盤や相談支援体制や地域 自立支援協議会 の関わ り、 五.中長期的な障

害の理解・普及啓発 に関す る 自治体の役割 、 Ш.コ ミュニケー シ ョン支

援及び移動支援 の個別給付化 にお ける制度設計や その範 囲、 v.地 域生

活支援事業の見直 しと自治体 の役割 に関 して議論 され ていない重要 な

課題 について検討 を行 つた。

そ して、これ までの検討 を踏 まえ、第 3回 (12月 7日 )で は、当該作

業チー ムの意見取 りま とめに向けた作業 と、障害者総合福祉法 (仮 称 )

にお ける地域生活支援事業の見直 しと自治体の役割や あるべ き姿 とそ

の方 向性 を整理 した。
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結  論

1.コ ミュニケー シ ョン支援 の確 立 (盲 ろ う者通訳介助含む)に ついて

(粛衡メミD-1-2、  D-1-5、  D-1-6、  D-3-1)

結論

コ ミュニケー シ ョン支援 については、支援 を必要 とす る障害者 に対 し、

社会生活 の中で対応すべ き必要 な基準 を設 け、義務 的経費 で無料 とす る。

特 に、盲 ろ う者 の コ ミュニケー シ ョン支援 に関 しては、移動介助 を含 め

た運用 を求 める。 そ して、上記支援 の基盤整備 の うえに、 さらに教育・

雇用 。人権 な どの観 点か ら必要 な支援 のあ り方 については、当該分野 の

法律 で保 障す る事や将来的な立法 も含 めて検討す る。 この よ うに、段階

的 に支援 の量 を拡大 してい く必要があるのではないか。

2.移動支援 の 自立支援給付化 (個 別給付化 )に ついて

(誦語メミD-1-2、  D-1-5、  D-2-2、  D-3-1)

結論

移動 に関 しては、介護給付 である 「重度訪 問介護 」 「行動援護 」 と地

域生活支援事業の 「移動支援」でわかれてい る。だが、 「歩 く」 「動 く」

は 「話す」 「聞 くJ「 見 る」 と同様 、基本 的権利 の保 障で あ り、 自治体

の裁 量 にはワ1染 まない ものであ り、 自立支援給付化 が求 め られ る。 ただ

その際、教育・雇用 な どの場面での移動支援 は、当該分野 の法律 で保 障

す る事 も求 め られ る。 これ らの制度 の重複 、市町村格差や 、使 い に くい

現状 については、福祉 の範囲で具体的 に どこまで対応すべ きか、 も含 め

て、第 2期 作業チー ムで具体的 に検討す る。

● 上記 1と 2に 関 しては、今後検討 の上で立法化 が予定 され てい る差

別禁止法 の中で、合理 的配慮 とは何 か、 を定 めた上 で、総合福祉 法

の 中でカバー 出来 ない (福 祉 以外 の立法 がカバーすべ き)部分 につ

いて、規定すべ きであ る。

3.地域活動支援セ ンター事業 の再編成 について

(論 点 D-1-2、  D-1-5)

結論

地域活動支援セ ンター事業 の内容 については、就 労の面 と日中活動 の

場 の面があ り、就 労部会お よび第 2期 での議論 を踏 まえた上で、地域生

活支援事業 に残す もの と、他事業 との体系の統合 の 中で 自立支援給付 に

す る もの とに分 け る。 なお、小規模作業所 については、新体系 に移行 で
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きない作業所 があるこ とに鑑 み、第 2期 作業チー ムで問題 点の検証 とと

もに、具体的 に検討す る。

4.相 談支援事業 (成 年後見制度及び居住 サポー トを含 む)に ついて

(論 点 D15)
結論

医療・福祉・保健 な ど各分野が連携 した トー タル な支援 を行 うために

は、相談支援 の充実が必要であ り、市町村 の相談支援機能 を強化す る と

ともに、障害者 の人生 を トー タル にサポー トす るよ うな支援 の仕組みが

必要である。

相談支援事業本体 については、選択 と決定 。相談支援 プ ロセ スの作業

チー ムの協議結果 に委ね るべ きである。

5。 福祉 ホー ム及 び居住サポー トについて

(論 点 D-1-2、 D-1-5)

結論

福祉 ホー ムについては、居住機能 に応 じたサー ビス体系のあ り方 を考

えれ ば、居住支援 の一部 として グループホー ム (GH)・ ケアホー ム (CH)

と同 じ位置づ けで 自立支援給付化す る とともに、公営住宅、民間賃貸住

宅等 の活用 も含 めた障害者 の居住 の場 の確保 とい う観 点か ら整理 をす

るべ きである。

6.補 装具 と 日常生活用具のあ り方 につ いて

(論 点 D17)
結論

日常生活用具給付等事業 は補装 具 と同様 に 自立支援給付 とすべ きで

あ る。

7.権利擁護 の仕組 み (成 年後見制度 な ど)に ついて

(論 点 D15)
結論

権利擁護 の仕組み については、障害者 が必要 とす る支援 を受 けなが ら

自己決定 を行 えるこ とが、最 も大切 に され る分野 であ り、成年後見制度

その ものを含 めた一体的な内容 として議論 され るべ き部分 である。今後

上程 が予定 され る障害者虐待 防止法や障害者差別禁止法でカバーすべ

き部分 と、 自治体が主体的に担 う部分 の役割 分担 について は、第 2期 作
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業チー ムで検討すべ き内容 であるが、障がい者制度改革推進会議 におい

て も議論 をす る必要がある。

8.地域 生活 のサ ポー トにお け る 自治体 の役害1(障害 の理解 と普及啓発

を含む)に ついて

(論 点 Fll、 F-12、 Fl-3、 F-23)

結論

緊急 かつ重要 な地域 にお ける社会資源整備 は、地域生活 のサポー トに

お ける 自治体 の重要 な役割 である。具体的 には、住 まい、相談支援 、労

働 。日中活動支援 、 コ ミュニケー シ ョン支援等 について、総合福祉 法制

定時か ら数年 間で何 らかの数値 目標 を作 り、モニ タ リングす る仕組み を

つ くる。 その具体的な内容 は第 2期 作業チー ムで検討す る。

それ と同時に、障害の問題 についての理解 を深 め る広義 の普及啓発 に

ついて も、例 えば鳥取県で取 り組 んでい る “あいサポー ト運動"(※
)

等 の よ うな社会全体 の意識 を高 めつつ、中長期的な戦略 として、 自治体

施策 の 中に盛 り込む。普及啓発 は、一方的 な ものでは効果 が薄い。学校

教育 の段階か らの繰 り返 しの啓発 が必要 であ り、高齢者支援 な ど他 の福

祉分野 と連携 した普及啓発 が必要で ある。

(※ )あ いサポー ト運動 とは、地域 の理解 が不可欠 とい う考 えを もとに、

障害 のある人が、地域 の一員 としてい きい き と暮 らしてい くため、国

民 に広 く、障害の特性や障害のあ る人へ の配慮 の仕方 な どを知 ってい

いただ き実践 していただ く運動。一般市民、 さま ざまな障害者 団体や

県 内外 の民間企業等 が “あいサポー ター "と して参加協力 し、暮 らし

やすい地域社会作 りのために運動 を繰 り広 げてい る。平成 21年 よ り

実施。

9.障害福祉 計画 と地域 自立支援 協議会 、個別支援 計画 の連動 (社会資

源 の整備 を含 む)に ついて

(言釘鮮訳F-1-4、  F-2-1、  F-2-2、  F-2-3、  F-5-1)

結論

地域 自立支援協議会 が実態的 に よ り機能 が発揮 できるよ うにす るた

めには、法的位 置づ けを明確 にす る とともに、委員 の公募方式 の採用や 、

障害 当事者 が参画 できる形態 を重視す るこ と、また運営支援 に関す る研

修等 も求 め られ る。 同協議会 の設置 の規模や形態 については、実質的な

運営がで きるよ うに、 自治体 に裁 量 をもたせ る。

内容 に関 しては、その地域 にお ける解決 困難事例 に取 り組む 中で、地
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域生活が実現可能 とな るための各種社会資源 の開発 の役害」や 、障害福祉

計画へ とつ なげ る役割 として位置づ ける。 また、数値 目標 のモニ タ リン

グの問題 は、施策推進協議会 との役割分担 も含 め、障がい者制度改革推

進会議 で議論すべ きで ある。ただ、上記 の役割 を果たす た めの方法 につ

いては、市町村 の実情 によつて一定の幅があって よい。

また、都道府 県 は、市町村 の障害福祉計画 を取 りま とめるだけでな く、

広域 的・専門的支援 の見地か ら、市町村 の地域 自立支援協議会 の運営の

助言や情報提供 、障害福祉 計画 と地域 自立支援協議会、個別支援計画の

連動 を手助 けす るた めの人材育成支援 な どに も取 り組 む。

10。 広域的・専門的支援 にかかわ る都道府県 の役割 について

(論 点 F-1-1、 F-1-2、 F-1-3、 F-5-1)

結論

相談支援専 門員、手話通訳者 、盲 ろ う者 の支援員 (通 訳 を含む)市町

村 の実務担 当者等 の人材育成等 、市町村 が単独 ではできない こ とについ

て、都道府 県が主体的な広域調整 。専 門的な支援 を行 うべ きである。 ま

た、視覚障害 。聴覚障害・盲 ろ う。重度重複 障害や重心障害 。発達障害・

高次脳機能障害・難病 な ど、障害の困難性 に伴 う専門的な知識及び技術

を要す る支援 あるいは相対的に数 が少 ない障害 に対応す る支援 (広 域的

セ ンター等 )について都道府 県の果たすべ き広域 的・専門的支援 とは何

か、 も具体的 に規定す る。

11.地 域生活移行 (社会的入院・入所 を防 ぐための整備 )に ついて

(論 点 F12、 Fl-3、 F-51)

結論

地域生活 を希望す る どんなに重 い障害のある人 も地域生活 が出来 る

よ うな支援 システ ムを創 ることに よつて、社会的入院・入所や新規 の入

院・入所 を減 らすためには、 自治体 には これ まで以上 に大 きな役割 が求

め られ てい る。 自治体 は、障害福祉 計画 な どで地域生活支援 を促進す る

計画 を立て、それ を着実 に実行すべ きである。その内容 は、第 2期作業

チー ムで具体的に検討す る。
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Ⅲ.理  由

現行 の 自立支援給付 (介護 給付 、訓練等給付 )と 地域生活支援事業 と

の区分か らみた場合 、地域生活支援事業 については、障害者 自立支援法

上の様 々な矛盾 が特 に詰 まつてい る事業である と言 える。

移動支援 とコ ミュニケー シ ョン支援 の二つ の事業 に関 しては、本来
「話す」 「聞 く」 「見 る」 「歩 く」 「動 く」 とい う基本的権利 の保 障で

あ り、 自治体の裁量 には馴染 まない ものであ りなが ら、現状 では 自治体

が個別 に判 断す る事 を求 め られてい る。その ことに よる 自治体 間格差 も

深刻 な問題 である。 また、 日常生活用具給付等事業 は、 自立支援給付 で

あ る補装 具 との明確 な定義上の違 い も不明瞭である。 自立支援法施行前

後 にお ける国家財政 の制約 が強 く働 き、結果 として今後サー ビス支給 の

伸びが予測 され そ うな上記 の各種支援 が、 自立支援給付化 され なかった、

とも考 えることがで きる。附言すれ ば、 これ らのサー ビスは、障害者 の

地域生活支援 に不可欠 であ り、かつ今 までその権利性 が十分 に認 め られ

て こなかつた支援類型 である。

地域生活支援事業 は、で きるだけ 自立支援給付・義務 的経費化 し、 自

治体 の裁 量 として残す方 が よい ものは残す とい う方 向にす る。但 し、 自

立支援給付・義務的経費化 した内容 については、その提供す る支援 内容

に応 じて、応益負担 の原則 は廃上 し、仮 に負担 が求 め得 られ る場合 であ

つて も、定率負担 とす ることな く、また本人 の所得 を基礎 とす る とい う

ことが言 え、 これ らの問題 を解消す るためには、地域生活支援事業 の抜

本的 な見直 しが求 め られ てい る。

Ⅳ .おわ りに

1.他 の作業チームヘ の検討要望 (意 見書提 出済み )

(1)移 動支援 にかか る訪 問系チー ム及び就労チー ムヘの議論 の要望

移動支援 の範囲については、 日常生活や社会生活 にお ける様 々な場面

への支援 が必要 とされ る ところだが、教育や 労働 (通 学 。通勤)に お け

る移動支援 については、教育 あるいは労働 との一体的な保 障 とい う観 点

か ら検討す るこ とが必要 と思われ る。

(2)地 域活動支援 セ ンターの再編成 にかか る就 労チームヘの議論 の要望

地域活動支援セ ンターの再編成 の検討 については、 自立支援給付化 も
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含 めて検討 していかなけれ ばな らない と考 える ところだが、現在 の地域

活動支援セ ンターの事業体系 には、就 労 にかかわ るこ とも多 く、当チー

ムだ けの検討 では不十分 である と思われ 、就労チー ムで も検討す る必要

がある と思われ る。

(3)家 族支援 にかか る障害児 チー ムヘ の議論 の要望

地域 生活 のためのサポー トについては、基礎 自治体の役割 の見直 しも

求 め られ る ところだが、特 に、障害のある子 どもを もつた こ とを受容す

るための家族への支援 については、十分 に支援 で きる機能 がほ とん どな

い とい つた現状 があ り、家族支援 の検討 にあた っては、障害児 チー ムで

も検討す る必要がある と思われ る。

2.推進会議 への検討 要望 (意 見書提 出済み )

(1)障 害の理解 に関す る普及啓発 については、 「障害者基本 法」改正 の

検討 を進 める中にお いて重要 な事項 と理解 してお り、 この こ とにつ

いて、議論 が必要 と思われ る。

「障害者基本法」 に基づ く障害者施策推進協議会 と地域 自立支援協

議会 では、多 くの 自治体 で役害Jや 人選 が重複 してい る現状 がみ られ

ることか ら、 この 2つ の協議会の棲 み分 けや役害J分担、整理 に関す

る議論 が必要 と思 われ る。

地域 自立支援協議会 につ いて は、法的 な位 置づ けを定 めた上で、そ

の地域 にお ける解決 困難事例 に取 り組 む 中で、障害福祉 計画へ とつ

なげ る役害Jと して位 置づ ける ことが必要 であ り、 また、数値 目標 の

モニ タ リングの問題 につ いては、施策推進 協議 会 との役割分担 も含

め、議論 が必要 と思 われ る。但 し、上記 の役割 を果 たす た めの方法

については、市町村 の実情 によって一定の幅があって よい。

3.第 2期 作業チー ムヘの 申 し送 り

(1)コ ミュニケー シ ョン・移動支援 については、労働行政や教育行政 と

の関係性 を十分 に検討す る必要 が あ るが、制度 上 の重複 、市町村格

差や制度 の利用 の しづ らさに関 しては、福祉 の範 囲で具体 的 に どこ

まで対応す るべ きか も含 め、具体的 に検討す る必要がある。

う
乙

う
０
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(2)

(3)

(4)

(5)

地域活動支援 セ ンター の事業 内容 並び にいわ ゆ る小規模 作業所 の う

ち、新 体系 に移行 で きない作業所 の問題 点 の検 証 を含 め、具体的 な

検討 を要す る。

権利擁護 の仕組 みその もの に加 え、障害者 差別禁止法や 障害者虐待

防止法 でカバーすべ き部分 と自治体 が 自主的 に担 う役害1に ついて、

障がい者制度改革推進会議 での議論 は も とよ り、作業チーム として、

さらに検討す ることが必要 である。

地域 自立支援 協議会 の設置 については、 自治体 の実情 (実態 )を 理

解 した上 で、運営主体や手段等 を ど うす るのか、検討 を さらに重ね

る必要がある。

地域 生活移行 (社会 的入院・入所 を防 ぐための整備 )の 結論 で示 し

た よ うに、 自治体 が障害福祉 計画等 で地域 生活支援 を促進す る計画

を立て、着実 に実行すべ き と考 えるが、障がい者制度 改革推進会議

「第二次意 見」で は、地域 生活移行 について “国は一定 の年次 目標

を揚 げて取 り組 むべ きで あ り、その年次 目標 の実現 のた め受入先 と

な る居住等 の計画 的整備 が必要 "と され た ところで あ り、具体 的な

内容 については検討 を要す る。

以  上
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「地域生活支援事業の見直しと自治体の役割」報告書 【補足版】

○これまで当作業チームにおいて検討の論点としてあがらなかつた事項で、かつ第 2期作

業チームで問題点の検証と具体的な検討を要すると思われる「地域生活支援事業の見直し

と自治体の役割報告書」に対する主な意見は、以下のとおり。

1 コミュニケーション支援の確立」について、その支援の対象者の範囲に、重篤な難病

患者でコミュニケーションができない人たちを対象にすることを含めていただきたい。

2 地域活動支援センター事業の再編成」について、地域活動支援センターは、利用者の

利便性に鑑み、人口比ではなく面積に合わせた整備が必要と考える。また、財政的支

援と要件緩和を含めた小規模な地域活動支援センターを増やす必要がある。

3 「7 権利擁護の仕組み」について、知的や発達障害の人たちに対する「権利擁護」

への理解が充分ではないことからも、「権利」について議論し、明確にしていく必要

があると思う。施策も消極的権利擁護の施策と積極的権利擁護の施策や支援を分けて

考えていく必要があると思う。入所施設については、積極的な意味での入所機能を明

確化していくなど抜本的に変える必要があると思う。

4. 「9 障害福祉計画と地域自立支援協議会、個別支援計画の連動」について、

①24時間など長時間介護の障害者や、長時間利用者を自立支援している障害者団体等も、

原則として参加させることによつて、当事者主導の自立支援協議会を確立するべきで

ある。

②委員の公募方式がいいのだが、障害当事者の参画を重視というのではなく義務付けと

した方がいいのではないか。

以  上
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【訂正版】

2011年 1月 25日

地域生活支援事業の見直 しと自治体の役害J 報告 (概要)

(1) コミュニケーション支援の確立 (盲 ろう者通訳介助含む)

社会生活の中で対応すべき必要な基準を設け、義務的経費で無料に。特に、盲

ろう者のコミュニケーション支援は移動介助 と一体的に運用。

(2)移 動支援の自立支援給付化 (個別給付化 )

「重度訪問介護」 「行動援護」 「移動支援」を自立支援給付に位置づける。

*(1)(2)と も、福祉の範囲で対応すべき範囲は、第 2期 で具体的に検討。

(3)地 域活動支援センター事業の再編成

地域生活支援事業に残すものと、他事業 との体系の統合の中で自立支援給付に

するものに区分。小規模作業所については、就労部会 。第 2期での検討課題に。

(4)相 談支援事業 (成年後見制度及び居住サポー ト含む)

医療・福祉・保健等各分野が連携 した支援が行えるための市町村における相談

支援機能の充実を図る。

(5)福 祉ホーム及び居住サポー ト

福祉ホームは自立支援給付 とするとともに、公営住宅、民間賃貸住宅等の活用

を含め、居住の確保の′点から整理。

(6)補 装具 と日常生活用具のあり方

日常生活用具は、補装具と同様に自立支援給付に。

(7)権 利擁護の仕組み (成年後見制度等 )

権利擁護の仕組みについては、成年後見制度を含め一体的な内容 として検討。

(8) 地域生活のサポー トにおける自治体の役割 (障害の理解 と普及啓発含む)

数値 日標やモニタリングの仕組みをつくり、その具体的な内容は、第 2期で検

討。また、障害に対する理解啓発のための普及活動や学校教育の段階からの啓

発、他の福祉分野と連携 した普及啓発も必要。

(9) 障害福祉計画 と地域 自立支援協議会、個別支援計画の連動

地域 自立支援協議会を地域生活の実現のために各種社会資源の開発や、障害福

祉計画へつなげる役害1と して位置づけ、委員についても公募方式の採用や、障

害当事者の参画を重視。

(lo)広域的・専門的支援にかかわる都道府県の役害1

都道府県は、相談支援専門員、障害の困難性に伴 う専門的な知識及び技術を要

する支援や相対的に数が少ない障害に対応す る支援、また行政担当者等の人材

育成等、広域調整・専門的なことについて主体的に支援。

(11)地域生活移行

自治体が積極的な役害Jを果たす必要があり、第 2期で具体的に検討。




